
    

平成 29 年３月 15 日 

各 位 

 

 

 

 

 
 

元代表取締役社長等の議決権行使（委任）に関するお知らせ 

 

当社は、来る平成 29 年３月 24 日開催予定の当社第 13 回定時株主総会において、当社の元

代表取締役社長の池田元英氏及び同氏の同族が保有する当社株式に係る議決権行使について、

当社が指名した第三者に対して撤回不能のものとして一任されましたので、お知らせいたしま

す。 

 

記 

 
平成 27 年８月６日付「前代表取締役社長及び前取締役会長との合意について」にてお知ら

せしましたとおり、当社は、元代表取締役社長である池田元英氏（以下「池田氏」という。）

と、同氏及び同氏の同族が保有する当社株式について、平成 27 年 12 月末日までに当社の議決

権総数に対する議決権割合が合計 10％未満となるまで本株式の持株比率を低減することがで

きない場合には、同日以降、実現するまでの間に開催される当社の株主総会（定時株主総会の

みならず、臨時株主総会も含む）における本株式にかかる議決権行使について、当社の指名す

る第三者に対し撤回不能のものとして一任することで合意を得ております。 

平成 28 年 12 月 31 日現在、池田氏及び同氏の同族の議決権比率は、18.958％（池田氏の議

決権比率は 9.479%、同氏の同族の議決権比率は 9.479%）となっており、本合意の「議決権割

合の合計 10％未満」には達しておりません。 

従って、本合意内容に基づき、平成 29 年３月 24 日開催予定の当社第 13 回定時株主総会に

おける池田氏及び同氏の同族の議決権行使は、当社が指名した第三者に対して撤回不能のもの

として一任されることとなり、本日、池田氏及び同氏の同族より、同株主総会における全議案

について議決権を行使する権限を同第三者に委任する旨の委任状が、当社が指名した第三者へ

提出されました。 

当社は、池田氏及び同氏の同族とは特別な利害関係がない株主を適切な第三者として指名い

たしましたが、その属性情報につきましては、非開示とさせていただきます。 

池田氏及び同氏の同族の持株比率の低減につきましては、引き続き、適切な第三者が取得す

る方法を池田氏に求めてまいります。低減方法及び実施時期につきましては、決定次第、速や

かに適時開示いたします。 

 

以 上 

会 社 名 株 式 会 社 エ ナ リ ス 

代表者名 代表取締役社長 小 林 昌 宏 
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